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参考資料１ 法制度の概要 

１ バリアフリー法                           

（１）バリアフリー法に関する社会的背景と経緯 

●ハートビル法と交通バリアフリー法 

今日の我が国では、本格的な高齢社会の到来や、ノーマライゼーションの理念の浸透、ユニ

バーサルデザインの考え方の導入により、あらゆる人の利用を念頭に置いた環境づくりが求めら

れています。このような背景の中、平成６年に、不特定多数の人たちや、主に高齢者、身体障害者

等が利用する建築物のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用で

きる特定建築物の建築の促進に関する法律」（以下「ハートビル法」という。）が制定されました。 

さらに、平成１２年には、公共交通機関と駅などの旅客施設周辺を中心とした地区のバリアフ

リー化を推進するため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律」（以下「交通バリアフリー法」という。）が制定されました。 

●バリアフリー法 

平成１８年には、より一体的・連続的な移動空間を形成するための総合的なバリアフリー施策

の推進を目的として、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合し、新たに「高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリアフリー法」という。）が制定されました。 

●改正バリアフリー法 

平成２６年に批准した国連の「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」、平成２８年

に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」など

を受け、共生社会を実現し、社会的障壁を除去する法の理念を明確に示すとともに、東京２０２０

大会の開催を契機とした更なる取組の推進を図るため、バリアフリー法が改正されました（平成

３０年１１月一部施行・平成３１年４月全部施行）。さらに、施設管理者によるソフト面の対策強化

や心のバリアフリーの更なる取組の推進を図るための法改正が行われました（令和２年６月一

部施行、令和３年４月全部施行）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バリアフリー法の経緯 
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（２）改正バリアフリー法の概要 

１）目的 

改正バリアフリー法では、高齢者、障害者等の移動や施設利用の利便性や安全性向上を促

進するために、公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化を促進することとされていま

す。 

また、本法律では、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まっ

た地区（移動等円滑化促進地区（以下「促進地区」という。）・重点整備地区）において、公共交

通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機等の「面的・一体的なバリアフリー化」を

推進するために市町村が作成するものとして、移動等円滑化促進方針（以下「マスタープラン」

という。）や移動等円滑化基本構想（以下「基本構想」という。）を規定しています。 

 
図 マスタープラン・基本構想のイメージ 

（出典：移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン（国土交通省）） 

 

２）法律の枠組み 

改正バリアフリー法では、基本理念が示されるとともに、新設等される旅客施設、車両等、道

路、路外駐車場、都市公園及び建築物に対する移動等円滑化基準への適合義務や既存施設

に対する移動等円滑化基準への適合努力義務が定められています。 

また、マスタープラン及び基本構想制度によって、バリアフリー化の重点的かつ一体的な推進

を図る枠組みを定めています。あわせて、心のバリアフリーの推進や当事者による評価を行うこと

としています。 
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（３）移動等円滑化促進方針・基本構想で定める事項 

市区町村は、国が定める「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、移動等円滑化

促進地区・重点整備地区について、マスタープラン及び基本構想を策定するよう努めることとさ

れています。 

マスタープラン及び基本構想で定めるべき事項は概ね重複していますが、基本構想では、重

点整備地区において、面的・一体的なバリアフリー化を推進するために必要な事業を特定事業

として定めることとしています。 
 

表 移動等円滑化促進地区・重点整備地区の要件 

移動等円滑化促進地区 

（バリアフリー法第２条の２３） 

重点整備地区 

（バリアフリー法第２条の２４） 

イ生活関連施設※１の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩

で行われる地区であること。（共通） 

ロ生活関連施設及び生活関連経路※２を

構成する一般交通用施設※３について

移動等円滑化を促進することが特に必

要であると認められる地区であること。 

ロ生活関連施設及び生活関連経路を構

成する一般交通用施設について移動

等円滑化のための事業が実施される

ことが特に必要であると認められる地

区であること。 

ハ当該地区において移動等円滑化を促

進することが、総合的な都市機能の増

進を図る上で有効かつ適切であると

認められる地区であること。 

ハ当該地区において移動等円滑化のた

めの事業を重点的かつ一体的に実施

することが、総合的な都市機能の増進

を図る上で有効かつ適切であると認め

られる地区であること。 
※１生活関連施設：高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、 

官公庁施設、福祉施設その他の施設 
※２生活関連経路：生活関連施設相互間の経路 
※３一般交通用施設：道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 重点整備地区及び移動等円滑化促進地区におけるバリアフリー化のイメージ 

国土交通省資料をもとに作成 
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表 マスタープラン・基本構想で定める事項 

マスタープランで定める事項 

（バリアフリー法第２４条の２） 

基本構想で定める事項 

（バリアフリー法第２５条） 

 移動等円滑化促進地区の位置及び区域  重点整備地区の位置及び区域 

 生活関連施設及び生活関連経路並びに

これらにおける移動等円滑化の促進に関

する事項 

 生活関連施設及び生活関連経路並びにこ

れらにおける移動等円滑化に関する事項 

 移動等円滑化の促進に関する住民その他

の関係者の理解の増進及び移動等円滑

化の実施に関するこれらの者の協力の確

保に関する事項 

 移動等円滑化のために実施すべき特定事

業その他の事業に関する事項 

 その他移動等円滑化促進地区における移

動等円滑化の促進のために必要な事項 

 その他重点整備地区における移動等円滑

化のために必要な事項 

 移動等円滑化促進地区における移動等

円滑化の促進に関する基本的な方針につ

いて定めるよう努める 

 重点整備地区における移動等円滑化に

関する基本的な方針について定めるよう

努める 

 市町村が行う移動等円滑化促進地区に

所在する旅客施設の構造及び配置その他

の移動等円滑化に関する情報の収集，整

理及び提供に関する事項を定めることが

できる 

 市町村が行う重点整備地区に所在する

旅客施設の構造及び配置その他の移動

等円滑化に関する情報の収集，整理及び

提供に関する事項を定めることができる 

 移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそ

れのあるものの届出について定める（２４

条の６） 

― 
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２ 障害者差別解消法                          

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害

を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成２５年６月に制定されました。（以下、

内閣府のパンフレットを抜粋） 
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